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  ソフトウエアの経理処理 

ソフトウエアの経理処理が変わりました。 

 
１．今まで経費処理できた自社製作のソフトウ

エアも、これからはそのソフトウエアの製作のた

めに要した原材料費、労務費及び経費の額並びに

そのソフトウエアを事業の用に供するために直

接要した費用の額の合計額を資産計上すること

になりました。 

 

２．ソフトウエアについて従来は繰延資産とし

て２０万円以上を資産計上してきましたが、今後

は無形固定資産として処理されますので１０万

円以上は資産計上されることとなります。（税務

上の取り扱いの変更です、貸借対照表の表示は従

来どおりで差し支えありません） 

 

３．ソフトウエアの取得価額に算入しなくても

よい費用は次のとおりです。 

(1)ソフトウエアの仕損じ部分の費用 

(2)研究開発費の額（将来の利益にならないこと

が明らかな部分） 

（3）製造間接費でその製作原価のおおよそ３％

以内の金額 

 

４．他の者から購入したソフトウエアについて、

そのソフトウエアの導入に当たって必要とされ

る設定作業及び自社の仕様に合わせるために行

う付随的な修正作業等の費用は、当該ソフトウエ

アの取得価額に算入します。 

 

 

５．会社が所有するソフトウエアにプログラム

の修正等を行った場合は、その修正がそのプロ

グラムの障害の除去、現状の効用の維持に該当

するときはその修正に要した費用は修繕費にな

りますが、新たな機能の追加や機能の向上等に

該当するときは資産計上が必要です。 

 

６．既に有しているソフトウエアや購入した

パッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更

して、新たなソフトウエアを製作するための費

用は、原則として取得原価（資産計上）になり

ます。 

 

７．資産計上の基準額は前述のとおり１０万円

になります。（従前は２０万円） 

 

８．ソフトウエアの除去 

ソフトウエアの物理的な除却、廃棄、消滅の場

合は除却損を計上できますが、それ以外にも 

(1) 自社利用ソフトの場合 処理対象業務が無

くなった場合や、他のソフトウエアを利用する

ことになり、従来のソフトウエアを利用しない

ことが明らかな場合 

(2) 複写して販売するソフトウエアの原本につ

いては、新製品の出現、バージョンアップ等で

今後、販売されないことが関係先へ明示されて

いる場合 

 

９．耐用年数は次のとおりになりました。 

(1)複写して販売するためのもの  ３年 

(2)研究開発用のソフトウエア   ３年 

(3)その他のソフトウエア     ５年 
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